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〔査読論文〕

イギリス議会における「美術と製造業に関する 
特別委員会」（1835-1836年）
─証言と勧告，および「大博覧会」への効果─
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Ⅰ　はじめに

　1851年にロンドンのハイドパークで開催された「大博覧会 (Great Exhibition) 」は現在まで続く「万
国博覧会」の起源である１）。そこで出展された，総ガラス張りの温室建築「クリスタル・パレス 
(Crystal Palace) 」は，その規模で人目をひいた２）。その後，1889年のパリ万国博覧会の際に建設され
たエッフェル塔 (Tour Eiffel)もまた観衆の注目を浴びた３）。建築物に限らず，万国博覧会はそこでの先
端技術の出展で知られている。わが国でも，大阪万博，愛知万博が開催され，2010年には上海で万博が
開催された。こうした「万国博覧会」の開催は，最新の技術の紹介の場であり，「ハイブリッドカー」
などが展示品の目玉となってきた。そして，ここは世界各国がそれぞれの技術水準を示す場でもあり，
一方，市民がそれら技術の進歩を体感・学習する恰好の場でもあった。
　こうした「万博」の基本的な性格は，1851年の最初の開催時にすでに明確であった４）。そこは自国の
産業技術の水準を世界に示す絶好の機会であり，技術面で他国より優位に立っていることを展示品によ
り証明しようとの意図が見えていた。18世紀の後半に，世界に先がけて「産業革命」を実現させていた
イギリスは，水力紡績機（アークライト），蒸気機関（ワット），動力織機（カートライト）などの技術
によりすでにその工業技術の水準を知られていた５）。面白いのは，こうした発明家の多くがイングラン
ド北部の貧しい職工階級の出身であった点である。「産業革命」はすぐにヨーロッパ大陸諸国に伝播し
ていった６）。19世紀に入るころには，フランスやドイツを初めとする各国は，新しい技術により生産量
を拡大するとともに，製品の品質の維持に努めていた。19世紀の30年代には , 製造業の各部門すべてが
イギリスの独占の場ではなくなっていた。イギリスは多くの製品面でヨーロッパ諸国の追い打ちに直面
していた。このあたりの事情を如実に示していたのが，1835年から1836年にかけて下院議会で任命され
た「美術と製造業に関する特別委員会」における調査であった。本稿はこの特別委員会の「報告」を検
討し，それがいかなる意味でイギリスの製造業を振興させ，その後の「大博覧会」へと結びついたかを
探る試みであるが，まず，19世紀初頭にイギリスがおかれていた時代背景を理解しておかねばならな
い。
　フランス革命により波瀾に巻きこまれたヨーロッパ諸国は , 19世紀になっていずれも社会の改革に迫
られていた。革命の波から免れ，一見，安泰に見えていたイギリスですら，1838年よりの10年間 , 労働
者の権利要求の運動に巻きこまれていた７）。革命的な運動を回避するには , 市民生活の改善しか道がな
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かった。幸い，イギリスには「功利主義」思想がゆきわたり８），国民は「最大多数の最大幸福」社会の
実現を信じていた。しかし，1830年代のイギリスは，二度にわたる国王の不慮の死により流動の時期を
迎えており，18歳で即位したヴィクトリア女王の治世が始まったのは1837年からであった９）。1837年と
1841年の総選挙では政権党が変わっていた。こうしたなかで開かれていた下院議会のいくつかの「特別
委員会」が取り組んだ法案作りは，この世紀の後半の「ヴィクトリア朝」の繁栄の基盤を成すものであ
った。1835年から1850年にかけて特別委員会で審議された法案は「飲酒防止法案」10）「公道推進法案」11）

「美術と製造業に関する法案」12）「公共図書館法案」13）であった。その背景には「社会改革」および「教
育の推進」という二つの「キーワード」があり，それらを二人の人物が支援していた。急進派の政治家
ウィリアム・ユーワート，および，医師で「職工講習所」14）の責任者であったジョージ・バークベック
である15）。参考までに本論考に関係ある事項の略年表を次に掲げておく。

　1789年　フランス革命
　1800年　スコットランドで「職工クラス」の開始
　1804年　ナポレオン戦争（1815年まで）
　1823年　ロンドン職工講習所の開設
　1826年　有用知識普及協会の設立
　　　　　ロンドン大学の創設
　1832年　選挙法改正法案
　1834年　飲酒問題調査特別委員会
　1836年　美術と製造業に関する特別委員会
　1837年　ヴィクトリア女王の即位
　1840年　ヴィクトリア女王とアルバート公との結婚
　1850年　公共図書館法の可決
　1851年　大博覧会の開催

Ⅱ　「美術と製造業に関する特別委員会」の調査

　1835年７月14日，イギリス下院議会は「わが国の国民（特に製造業の労働者）の間に美術（諸芸）な
らびにデザインの原理についての知識を普及する最善の手段を模索するため，ならびに，美術に関与す
る団体の組織と経営と効果について調査するため」特別委員会を任命した16）。委員の構成は，議長のウ
ィリアム・ユーワートの他に42名であり，委員には小説家のブルワル・リットンも含まれていた17）。そ
の後，さらに６名の委員が追加任命された18）。委員会開催の定足数は５名と定められていた19）。委員会
は1836年８月16日にそれまでの二年間分の報告（証言録と付録資料）を議会に提出した20）。委員会の
『報告書』は568頁，全体が二部に分かれる（第一部：1835年の議会セッションの報告，証言録，付録資
料，第二部：1836年の議会セッションの証言録と付録資料） 。
　まず，委員会は，その任務を次の三事項に分けて検討することを決めた。⑴製造業に現れた，イギリ
スおよび諸外国における美術の状況。⑵国民，特に労働階級の間に美術の知識およびその体験を普及す
る最上の手段。⑶美術の高度な領域の現状およびその推進の最良の方法。委員会の調査は，まず上記の
うちの⑴および⑵に絞られた。1835年９月にはそれまでの証言を議会に提出したが，下院に対して，次
の議会の会期に継続して調査するよう勧告を行っていた21）。
　1835年に行われた調査は，全16回であり，証言はのべ数で28名から得た。最初の証言者は，ベルリン
の王立美術館の館長グスターヴ・フリードリク・ヴァーゲンであった22）。同館長に対する委員からの質
問は，実に98項におよんでいる。内容はベルリンの美術館の管理運営の詳細にわたっている。この委員
会の外国の美術館に対する関心は高く，多くの国外の施設が対象となっていた（スイス，スペイン，パ
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リ，ブルージ，バイエルン，プロイセン，ベルギー，ベルリン，マドリード，ミラノ，リヨン，ロー
マ）23）。こうした関心は，当時のイギリスがいかに外国の工芸・美術品の水準を意識していたかを示し
ていた。
　続いて，シェフィールドの装飾品鋳鉄工場の社長ジョン・ジョブソン・スミスが証言台に立ち，61の
質問事項に応えている24）。こうして，28名に対する質問と証言は1835年のセッションで1778項にのぼっ
た。対応した人物は，スミスに次いで，ロンドンの絹製品卸業（トーマス・ジェームズ），スピタルフ
ィールズの絹製品製造業（トーマス・ギブソン），コヴェントリーの市長（ジョージ・エルド），装飾家
（チャールズ・スミス），歴史画家（ジョージ・フォッゴ），バーミンガムの漆商（サミュエル・ワイリ
ー），ジャカール式織機工業（クロード・ギロット），建築師（ジョン・ヘニング），室内装飾家（ジェ
ームズ・クラッブ），スコットランド製造業振興評議会書記（ジェームズ・スキーン），建築家（ジョ
ン・ヘップワース），リンネ協会の研究員（フィリップ・バーンズ），イングランド銀行の建築家（チャ
ールズ・コッケレル），アントワープの歴史学教授（フェリックス・ボガーツ），ロンドン職工講習所の
副所長（チャールズ・トプリス），王立造幣局の彫師（ウィリアム・ワイオン），その他であった（以上
は登場順）25）。いかに委員会の関心が広範囲であったかが見てとれる。このセッションで終盤に証言台
に立ったロンドン職工講習所の副所長チャールズ・トプリスと同専務で雑誌『メカニックス・マガジ
ン』の編集者ジョセフ・ロバートソンに対する質疑応答は詳細にわたり（169項），この機関に対する関
心のほどがうかがえた26）。
　委員会と各証人との間のやりとりは，きわめて具体的であり，証人の応答は充分にそれに応えてい
た。図面や統計数字を示して応答する姿も目立った。委員会が知りたかったのは，イギリスの各種の製
造業が世界でどのくらい通用しているかであり，そのためには諸外国（特にドイツ，フランス，イタリ
ア）の事情を知る必要があった。特別委員会の目的は，イギリスおよびヨーロッパ諸国の「製造業」の
「実態」の調査と把握にあった。第一部の最後の付録資料には，国立美術館の管理報告，および，ロン
ドン職工講習所における教育科目の一覧が付けられていた27）。
　すでに明らかな通り，委員会と証人とのやりとりが多方面かつ詳細をきわめたものであった点は，そ
のための準備が並ならなかったことを示していた。質疑応答がきわめてスムーズに運ばれていたのを見
ると，証人はすでに委員会から何を質問されるかを伝えられており，それに対する答えを用意していた
様子がうかがえる。この委員会の根回しを行った議長のウィリアム・ユーワートの努力のほどを知るこ
とができる。
　1836年に行われた調査は，1835年度議会の証人喚問の続きであった。前回の最後に勧告された通り，
ユーワートを議長とする「美術と製造業の関係」を調査する委員会は，1836年２月25日から呼び出した
証人たちとの応答を行った。８月13日までの19回にわたり，証人の数は43名（のべ数）であり，質問は
全部で2291項目，証人を出頭順に記すと次の通りである28）。
　委員会の委員で諸外国の工業デザインの専門家（バウリング），イングランド北部諸州（ウースター，
バーミンガム，コヴェントリー）における工場規制法の制定責任者（トーマス・ハウエル），バッキン
ガムシャーのレース製造業者（ジョン・ミルワード），画家・製図技師（ロバート・ストサード），建築
家・イギリス建築家研究会の渉外委員（トーマス・ドナルドソン），エディンバラの室内装飾家（Ｄ・
Ｒ・ヘイ），ロンドンの室内装飾家（ジョージ・モラント），印刷機の専売特許権利者（エドワード・ク
ーパー），王立アカデミーの会員（ラムゼイ・レイナグル），ローマ在住の彫刻研究家（ジョージ・レニ
ー），イギリス画家協会の会長（フレデリック・ハールストン），王立アカデミー所属の画家（ジョン・
マーティン），彫刻家（ジョン・バーネット），王立アカデミー所属の画家（ジョージ・クリント），画
家（ベンジャミン・ヘイドン），ロンドン大学および国立美術館の建築家（ウィリアム・ウィルキンス），
イギリス画家協会の書記（Ｔ・Ｃ・ホフランド），王立アカデミー所属の彫刻家（ジョン・パイ），歴史
画家（ジョージ・フォッゴ），国立美術館の館長（ウィリアム・セギエ），絵画評論家（サミュエル・ウ
ッドバーン），ロンドンの画商（ジョージ・スタンレイ），絵画補修業者（ジョン・ピール），絵画収集
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家（エドワード・ソリー），美術評論家（ジェームズ・レイ），王立アカデミー会長（サー・マーティ
ン・シー），王立アカデミーの準会員（ジョン・ランドシーア），芸術協会の研究家（サー・ジョン・ポ
ール），王立アカデミーの書記（ヘンリー・ハワード），王立アカデミーの管理人（ウィリアム・ヒルト
ン），王立アカデミーの会員 ( チャールズ・コッカレル )，バイエルン王国の枢密顧問官＝建築家（フ
ォン・クレンツェ男爵），その他。この人選から明らかな通り，第二回の証人召喚は，第一回の職人た
ちへの調査とは異なり，芸術家とその団体，特に王立アカデミーの調査に終始した。同アカデミーの会
長サー・マーティン・シーに対する査問には，丸一日が充てられ，質問は126項目におよんだ29）。
　特別委員会の第二セッションである1836年の質疑応答は，イギリスの美術界における工業デザインへ
の協力態勢にその主力が向けられ，多くの画家，彫刻家が応答に立っていた。速記記録としてはそれが
197頁となっており，ここの応答がかなり専門的であり，説明に多言を要していたかが分かる。特に質
問が多かったのは，いずれも王立アカデミーの会員として活躍していた，画家のベンジャミン・ヘイド
ン，建築家のウィリアム・ウィルキンス，彫刻家のジョン・パイ，ジョージ・フォッゴ，そして，直近
に完成した国立美術館の関係者であった。終盤に，王立アカデミーの会長サー・マーティン・シーが招
かれていた。このように，イギリス美術界の当事者の意見が収集されていた。この会議でも，議長とな
っていた下院議員ウィリアム・ユーワートの的を射た質問はきわだっていた。第二部には，付録資料と
して「王立アカデミーによる展示会の開催回数とその内容の分析」が付されていた。
　こうして，二年度にわたり調査を済ませた「特別委員会」は，1836年８月16日にイギリス下院議会に
対して『報告書』を提出し，同時にそれを印刷して公表した。『美術と製造業に関する特別委員会報告』
は，委員会の「報告」（概要と勧告）を前文とし，全証言（4069項）を採録し，詳細な索引が付いてい
た。索引は，発言のすべてを業種別，国別，機関別，美術の分野別（絵画，彫刻，建築，美術史，館種
別）に分類して表にしている。この『報告書』により，当時のイギリスならびに諸外国の美術界の現状
とそれに関係する製造業の実態とが明らかになる。イギリスがヴィクトリア朝の時代に入る直前ではあ
ったが，貿易と金融ばかりでなく，工業技術の先進国をめざすこの国の意欲をこの報告は示していた。
事実，イギリスは，マンチェスターやレスターの木綿製品，スタフォードシャーの陶器といった分野で
の国産製品は抜きん出ているのに対し，色ガラス，磁器，宝石，じゅうたん，楽器などでは外国の技術
が市場を独占していた30）。委員会の任務は，こうした状況の改善のための手がかりを見いだすことであ
った。
　そしてこの委員会は「工芸・美術」という新たな分野の開拓に期せずして貢献していた。後述する
が，イギリスは職人の技術教育に関してはいち早く対応しており，18世紀の末からすでにその名声を響
きわたらせていた。しかし，職人の美術への知識はまだ不充分であった。「美術」への認識が「製造業」
の関係者（工場主，職人）に浸透することにより，他国の製品との競争に優位に立つとの認識は，特別
委員会の委員たち，特に議長のユーワートにあって顕著な認識であった。特別委員会の報告から十数年
の後に産業技術の「大博覧会」が開催され，これを機にヴィクトリア朝は , 19世紀の後半に「世界に冠
たる」政治・経済大国となっていったが，19世紀の前半にはまだ，その発展のために社会改革の面で苦
闘を続けていた。「美術と製造業に関する」特別委員会の仕事は，こうしたイギリスの発展のための里
程標であったと言えるであろう。

Ⅲ　特別委員会による調査の経過と結論（勧告の概要）

　二年にわたるこの特別委員会の査問は，以下のいくつかの点に絞られていた。
　第一に，「報告」の第一部を成している1835年のセッションの質疑応答は，一貫して各種の製造業に
おけるイギリスのデザインの不備が取りあげられていた。「ヨーロッパの他の諸国にあっては，最大の
奨励策がなされているのと比べて，産業国家を自称するイギリスでは，国家によるこの面での関心が薄
い。工業製品のデザイン面の無視は，この国を競争から脱落させかねない。デザインの美的方面の追求
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にはもっと関心を向けるべきである」点が指摘されていた31）。特に，生活に直接の影響をもたらさない
産業部門，例えば「シルク産業」，ある業者の指摘では特に「リボン産業」においての遅れは明らかで
あった。確かに，かねてより芸術家を育ててきたフランスやイタリアといった諸国は，こうした方面で
「一日の長」があった。ルイ十四世の宮廷文化はイギリスでも「模倣」の型を産んでいたものの，デザ
インとしてははるかに劣っていた32）。工芸美術における「情報」提供の貧しさが，何人かの証人により
述べられていた。イギリスにも優れた工芸品を製造した職人や企業があったことは事実であるが，こう
して，特に「遅れた面」の指摘が特別委員会に出席した業者たちの証言の特徴となっていたことは，こ
の委員会の性格を明確に示していた。逆の面から見るなら，委員会はあえてマイナス面を浮かびあがら
せることでイギリスの製造業に「活」をいれようとしていた。産業の振興を目指していた委員会として
は当然の結論であったろう。バーミンガム , シェフィールド，ロンドンといった大都市だけでなく，コ
ヴェントリーの労働者からも工芸・美術における「情報」への熱意が表明され，デザイン教育に対する
国の手当てを議会に請願する動きまでがあった33）。デザイン教育はすでに，1823年の「ロンドン職工講
習所」設立の際に提唱されていたものであった34）。
　委員会はこうした状況の原因とその対応にも配慮し，証言を集めていた。例えば，皿のような工芸・
美術品の価格と品質との関係が，イギリスのものはフランスのものにおよばない。その原因の一つに，
才能ある工芸家の職人がイギリスの工場では不足しているのに対し，フランスでは一つの工場に何人も
の職人が雇われており，製造工程の細部を受け持っている事実までが指摘されていた35）。デザインの重
視は，フランスでは「ショール」業界などに現れており，それはパリ近郊のショール・デザイン学校の
存在によるところが大であった。フランス国内に普及している「デザイン学校」（その数およそ80）は，
政府により管理され，そこに敷設された博物館や図書館への出入りは自由であった36）。ドイツでも職業
教育は重視されており，プロイセン政府がベルリンに設立した「職業養成所」は全国ネットワークを築
いており，バイエルン地方には33のデザイン学校があった。こうした学校では「素描」が必須の科目と
見なされていた。ベルリンの「職業養成所」は，学生を正規に募集し，そこでは，一年の一般技芸教育
の後，学生が産業の分野を自分の職業として選び，実務的な応用技術にはさらに二年をかけていた37）。
これに対して，イギリスでは，建築家協会などの各業界団体が職人の養成への寄与を表明していたもの
の，実地教育は進んでいなかった。後述するがイギリスの「職工講習所」による教育は，19世紀初頭に
は職工たちに基礎理論を教えていたが，1830年代より教育内容は一般市民への「教養教育」へと移行し
つつあった38）。
  委員会に出席した多数の証人は，イギリスにおける公開の博物館および展示会の不足を嘆いていた。
市民への公開美術館がイギリスではほとんど存在しなかったし，ウェストミンスター寺院やセント・ポ
ール寺院での展示は「有料」であり，貧しい労働者は近寄りがたい存在であった。場所によっては，入
り口で入場料をとり，建物内の異なった箇所でさらに観覧料が課せられるといった極端な課金制もあっ
た39）。展示は，製品の形態（古典作品における幾何学的な姿，円柱の飾りなど）だけでなく，素材（大
理石，テラコッタ，木材，象牙，その他）といった材料についての関心も育て得た。材料としてだけで
なく，花などの植物についての研究の重要性も何人かの証人により指摘されていた40）。
　工芸・美術については，外国では政府が「美術叢書」の刊行に力を入れている姿も浮き彫りになって
いた。ベルリンの「職業養成所」は，古代からルネサンス期の美術を銅版の図版を使って紹介してお
り，デザインを研究の対象としていた。イギリスの工芸雑誌『メカニックス・マガジン』も発明品の紹
介ばかりでなく，デザイン研究にも紙面を割くべきとの意見も出ていた。美術知識の普及の点では，イ
ギリスの大学やパブリック・スクールで「美術史」の概説すら科目として無視されていることを委員会
として認めざるをえなかった41）。
　特別委員会では，美術と製造業との関係のもう一つの重要なテーマも取りあげていた。細心の注意を
要する困難な主題である「著作権」の問題であった。イギリスの製品の「剽窃」が行われているとの指
摘は，シェフィールドの有名な製造業者からなされていた。製造物の保護規定は，いくつかの種類の作
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品の短期的な保護条例はありえても，この件を話し合いもしくは法廷での決着に持ちこむことはほとん
どされていないのが現状であった。フランスはこの種の紛争についての判決の事例をすでに持ってい
た。国家的な解決の場がないかぎり，相互に離れた土地の関係者の間の争いは解決できない。「著作権」
については，ある種の「登録システム」が必要であろうし，保護期間にしても製品により差があるのは
問題であるとされていた42）。
　特別委員会の1836年の第二セッションは，「展示会」との関連から，すでに過去200年にわたって芸術
界を支配してきた「アカデミー」という組織の構成と管理についても調査が必要とされていた。イギリ
スの場合，その最高の「権威」はきわめて「官僚的」な「王立アカデミー」が掌握していた。その承認
がないかぎり，芸術作品はその存在すら否定されかねなかった。第二セッションに呼び出された証人の
多くは「王立アカデミー」に所属する芸術家たちであった。芸術における「競争の原理」を欠く「権威
的」な存在のこのアカデミーに対しては，その閉鎖を進言する意見すらあった43）。絵画では「肖像画」
と「歴史絵画」が展示会への出展の大部分を占めている現状も憂うべき傾向であった。建築家に対して
も批判が向けられていた。一部の権威者の手に握られている状況が指摘されていた。この点では，新設
の「国立美術館」の管理と運営の問題も取りあげられていた。特にそこでの美術作品の購入責任者の資
質が問われていた。関連して，外国の施設，特に大規模なミュンヘンの「彫刻絵画美術館」のコレクシ
ョンとその「解説目録」が紹介されていた44）。
　「美術と製造業に関する特別委員会」の勧告は，以上の説明から明らかであろう。まず，国家が早急
に国立の「デザイン学校」を設立すること，地方にも公共の博物館を数多く組織することが肝要であ
り，そこは市民全体が自由に利用できる場でなければならない。美術知識を備える職人の養成こそが国
際競争に勝ち抜く要点であった45）。この勧告は直ちに実現された。勧告の第二は「王立アカデミー」の
体質改善であり，それは時間をかけて国として取り組まねばならない課題であった。

Ⅳ　イギリスにおけるデザインおよび技術教育の推進：ユーワートとバークベック

　「美術」と「製造業」の関係を強化するための「特別委員会」は，下院議会の急進派の議員ウィリア
ム・ユーワートにより企画され，推進されていた。この人物は，その役割にもっともふさわしい政治家
であったが，ユーワートについての「記録」（例えば伝記など）は19世紀にはほとんど取りあげられて
いなかった46）。それは，彼が議会の二大政党のいずれにも属さず，急進派の一員として活躍したため，
大臣の職には就いたことがなく，社会改革のためにいくつかの優れた法案を実現させた業績を持つにも
かかわらず，政界の大物としては認められていなかったためである。急進派は19世紀の前期には40名ほ
どの会派として，一定の役割を演じていたが，1850年代には二大政党の影に隠れてしまった47）。
　ウィリアム・ユーワートは，1798年５月１日にリヴァプールで富裕な企業家の家庭に生まれた。ユー
ワート家は彼の祖父の時代からリネンの一大製造工場を持っていた。イングランド北西部の海港都市リ
ヴァプールは，産業革命を支えた場所であり，繊維産業はそのなかの産業の一つであって，ユーワート
自身にも北部工業地帯の企業家の進取の気性は伝わっていた。イートン校からオックスフォード大学の
クライスト・チャーチ・カレッジというエリート・コースを歩んだが，大学在学中にはラテン語の詩作
で賞を受けるといった文学への趣味も発揮していた。1821年に卒業すると，ユーワートは二年をかけて
「大周遊旅行（グランド・ツアー）」に出た。彼が行ったのは，ドイツ，フランス，イタリアであり，建
築や美術も丹念に見て回った。
　弁護士として登録した後，1828年からはリヴァプール選出の国会議員に討って出た。その後，何年か
議席を失ったことはあるものの，急進派の議員として1868年の引退まで活躍した。二大政党のホイッグ
党とトーリー党に属さない議員の集まりである「急進派」は，1830年代から1840年代にかけてはほぼ40

の議席を占め，無視できない存在であった。とはいえ，個人的な主張の議員の集まりであり「勇敢だが
絶望的な小数派」と呼ばれていた48）。急進派の議員，特にユーワートが取り組んだのは「社会改革」で
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あった。選挙法の改正を実現した1832年の「改革法案 (Reform Bill)」により開始されたイギリスの社
会改革の波は，まだ初期の段階であったが，彼はいくつかの方面で社会改革の実現に取り組んでいた。
まず，刑法の改正であり，1832年には窃盗などの軽犯罪に対する死刑の廃止，1834年には囚人の虐待の
廃止を法案として可決させていた。次いで，1845年には公務員任命への試験制度の提唱 , 1849年には軍
の士官および外交官の任命への試験制を実現させていた。そして，彼の社会改革の中心課題は「教育」
であった。それは「美術と製造業に関する特別委員会」および，次いで取り組んだ「公共図書館特別委
員会」（1849-1850年）により発揮されていた。いずれもユーワートが提案し，賛同する議員を結集し，
自ら議長を務めたものであった。彼が市民の教育を重視したのは，功利主義の立場からであって，「労
働者と職人を酒場と社会主義から遠ざけること」にあった49）。
　ユーワートが「美術と製造業に関する特別委員会」に取り組んだのは，教育の問題以前に，イギリス
の通商問題の改善にあった。この問題は早くから彼の脳裏を去らなかった。関係のあった「ユーワート
＝マイヤー社」は大量のイギリス製品の取引を海外としており，当然，外国の製品についての知識を持
っていた。通商問題については，自身で数多くのメモをとり，問題にきわめて精通していた。若き日の
「グランド・ツアー」もその知識を広げるのに役立っていた。当時のフランスやイタリアでは美術が応
用された製品に特に関心を示していた50）。
　「特別委員会」については，自分が招集した責任というだけでなく，その成功に対する熱意はすさま
じく，議事進行については念入りに準備していた。各証人に向かっての質問は，かなりな部分を自らと
りしきっていた。「公共図書館特別委員会」の際には，証人として出頭する大英博物館の職員エドワー
ド・エドワーズを自宅に呼んでまで委員会での質疑応答の準備をしていた。こうした議事進行の徹底し
た根回しが他の委員からの評価を得ていたことは疑いえない51）。
　「美術と製造業に関する特別委員会」における勧告は，職人の技術教育への徹底した支援を中心とし
ていた。国によるデザイン学校の創設も，多くの都市での美術館の開設の支援も，技術教育の重視こそ
がイギリスの未来に通ずる最善の道であるとの信念の表れであった。そして，それを阻害する最大の要
因としての「王立アカデミー」の保守性とその改善が指摘されていた。国の優位性の宣伝の場としての
「大博覧会」の開催に先立って，デザイン学校の開設により若い技術者を育て，美術館を無料開放して
職人たちの技術力の向上に役立てたことは，1851年の「大博覧会」の準備となっていたであろう。そし
て，こうした基盤は，イギリスの産業の優位性に対する彼の確信からきていた。
　「美術と製造業に関する特別委員会」において，特に重視されていた証言は，「ロンドン職工講習所」
のものであったが，この機関はイギリスにおける職工に対する技術教育の重要な場としてこの方面の先
進性を示していた。その出発は，ジョージ・バークベックが19世紀の初頭にグラスゴーのアンダーソン
学院で開設した「職工クラス」であった。そのきっかけをもたらしたのは「産業革命」を成功させたイ
ングランド北部（ヨークシャー）とスコットランドの若い世代の革新への思想であった。
　バークベックは1776年１月10日に，イングランド北部，ヨークシャー州のセトルで生まれた。父親
は，北部ウェストモーランド出身の資産家で，セトルでは羊毛加工工場を経営していた。両親はともに
熱心なクエイカー教徒であった。こうした出生の背景はバークベックの生涯に根本的な影響をもたらし
ていた。職工の子であったジョージ・フォックスが17世紀半ばに組織した「フレンズ会（キリスト教友
の会）」は，その礼拝の姿から「クエイカー（身体を揺する者）」と呼ばれていた。形式的な教会ではな
く，内面の信仰を重視したこの会派は，イギリス国教会（アングリカン）からの激しい迫害を受けた
が，特に北部イングランドおよびスコットランドの中下層階級に多くの信者を得ていた。母親は彼が14

歳の時に亡くなったが，６歳年上の兄が家業を継ぎ，その後のバークベックの事業の後援者となった。
父親の工場で育ったバークベックの「技術による進歩」の思想の根底はすでに「産業革命」を築いた技
師たちの実例により作りあげられていた，と同時に，母親によるクエイカー教徒の「博愛」の精神は確
固たるものであった52）。
　バークベックがエディンバラ大学に入学して医学を学んだのは，当然の選択であった。当時のイング
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ランドの大学（オックスフォードとケンブリッジ）はクエイカー教徒を受け入れておらず，ロンドン大
学はまだ出来ていなかった。さらに，クエイカー教徒の理想である「他への奉仕」を貫く職業として考
えられたのが法律家か聖職か医学であった53）。
　18世紀の「スコットランド・ルネサンス」の中心であったエディンバラ大学は，バークベックが18歳
で入学した時には絶頂期を迎えていた。教授たちはいずれもそれぞれの学問を代表する錚々たる顔ぶれ
であり，時代の先端をゆく研究で知られていた。小規模の地方大学であったここでは，専門の領域にと
らわれない学際間の交流が実現していた。バークベックの人文学にわたる広い知識の基礎はここで身に
付けられていた。彼の同時期の学生たちも著名な人物であった。後に名をなした，政治家のヘンリー・
ブルーム，ランズドーン侯爵，グレネルク卿，エルフィンストーン男爵（ボンベイ総督），哲学者のジ
ェームズ・ミル，作家のウォルター・スコット，彼らは，いずれも後のバークベックの事業に協力して
いた54）。1802年に評論家のシドニー・スミスとヘンリー・ブルームが中心となって創刊した『エディン
バラ評論』は，掲載される気鋭な論評によって知られる存在となったが，こうした知的で独自な雰囲気
は，19世紀初頭のスコットランドの若者たちが，前世紀のスコットランドのイングランドへの併合を機
に，反抗と興奮の「スコットランド・ルネサンス」を築いたからであった55）。
　大学を卒業したバークベックは，1799年にグラスゴーのアンダーソン学院の教授に任命された。この
学院は，言語学の主任であったジョン・アンダーソンが「市民に対する一般教養」の教習所として，遺
産を投じて設立したものであった。バークベックが受け持った「自然哲学」の科目は，「科学と技芸」
の基礎を教えるもので，受講料１ポンドで週に二回夕方に開講されるこの科目には，当初から40名近い
受講生が集まっていた。バークベックはこの学院で1800年に「実際の機具を使った実験」により，生徒
たちに技術の理論的基礎を教える「職工クラス」を開始した。受講生は４年度目には500名に達してい
た。1804年にバークベックはアンダーソン学院を退職した。理由は定かではないが「職工クラス」は有
能な化学者ユーアが引き受け，その評価はさらに確定的なものとなった56）。
　ロンドンに移住したバークベックは，1823年に「ロンドン職工講習所」を設立した。この方向はグラ
スゴーにおける「職工クラス」の再現であり，これをもっとも熱心に後援したのは，政治家となってい
たエディンバラ大学の親友，ブルームであった。ブルームは1826年には「有用知識普及協会」を組織し
ていたが，彼にあっての「有用知識（Useful Knowledge）」とは，バークベックが「職工クラス」で標
榜していた労働階級の職業基礎知識であった57）。ロンドン職工講習所の設立と同時に刊行された雑誌
『メカニックス・マガジン』は１万6000部の発行部数を記録していた。同じころ刊行されていた文芸誌
『ブラックウッド・マガジン』は8000部であった58）。『メカニックス・マガジン』が好評だった原因は，
「新たな発明・技術」についての紹介であり，産業革命以降のイギリスではこれが市民の関心の的とな
っていた。ロンドン職工講習所は，実験哲学，職業実務，化学，天文学などの講義，および，透視図，
建築，測量，航海術への応用を教えたが，そこには標本，模型，装置，機材を展示する「実験室」と関
係図書を収集した「図書室」も設けられていた59）。
　「職工講習所」と一般に呼ばれる同種の施設（場所によって名称はさまざま）は，1826年には北部イ
ングランドとスコットランドで100か所近く展開されており，受講生は「職工」だけでなく，市民の各
層にまで広がっていた。当時の下層階級の職工は，夕方の何時間かしか受講することができなかった。
肉体的ならびに財政的余裕がなかったためであった。1850年にはイギリス国内の職工講習所の組織は 
702校であり，学生数は10万人を越えていた60）。この展開は世界各国に広まり，世紀の後半には各地に
同様の組織ができていた。ロンドン職工講習所における講義は，1830年代になると「フランス語」「ラ
テン語」「速記」「素描」といった方面の教養科目に向けられていった。1835年の下院特別委員会に提出
された報告には，夜間開講の12科目（書法，素描，人体画，風景画，速記，その他）について取りあげ
られていた61）。
　この特別委員会におけるロンドン職工講習所の副所長チャールズ・トプリスに対する議長ウィリア
ム・ユーワートによる質問は詳細をきわめていた（質問事項は，ロンドン職工講習所の専務理事ジョセ
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フ・ロバートソンに対するものと合わせて169項目であり，質疑応答は20頁におよんでいた）。まず，委
員会が問うたのは「デザイン教育」がどのように行われているかであった。ロンドン職工講習所側は，
四種類の教育について説明していた。第一は，幾何学的な素描の教育であり，第二には，装飾素描の教
育であって，第三には人体の素描画の教育，第四には風景の素描についてであった。いずれも，製造業
に応用できうる教育内容であった。委員会は，この方面での外国の教育がどうなっているかも質問して
おり，副所長トプリスは，フランスにおけるデザイン，特に磁器製造における絵付けデザインの実例を
挙げ，きわめて進んでいると指摘していた。パリ，ボルドー，リヨンにはその実物が展示されており，
そこから職人が自由に学ぶ機会を提供している。副所長は，次いで，ロンドン職工講習所がいかにイギ
リスの製造業発展に寄与する方向を模索しているかを強調していた62）。専務理事ロバートソンは，委員
の質問に応えて，イギリスのデザイン技術が必ずしもフランスに劣っているわけではなく，それは改善
されつつあると反論していた63）。

Ⅴ　特別委員会の効果と「大博覧会」の開催

　ユーワートが主催した1835年および1836年の「特別委員会」は，イギリスの産業技術の改革と「貿易
立国」の新たな段階を準備した点で画期的な成果をもたらした。この委員会で重視したのは，すでに述
べたとおり，イギリスのデザイン教育の「遅れ」とその対策，ならびに，職工講習所による技術教育の
評価であった。1836年はヴィクトリア女王が即位する前年であったが，産業革命の成果は，貿易と金融
におけるイギリスの地位を確たるものにしていた。それを思想面で支えた「功利主義」思想は，ジェレ
ミー・ベンサムその他の活動で市民の間に「自助」の思想をゆきわたらせていた64）。後に『自助論
（Self-help）』(1859)を書いたサミュエル・スマイルズは，職工講習所を国内全体に波及させ，国外にま
でその影響を及ぼしたバークベックを次のように高く評価していた。「奴隷解放に対してクラークソン
が，郵便制度の改革についてヒルが，自由貿易に対してコブデンが成し遂げたのと同様のことを，バー
クベックは成人教育の普及という点で成し遂げた。彼はこの問題をかなり前進させ，弾みをつけ，事業
として民衆の前に示してみせた」65）。
　特別委員会の勧告は実行に移され，デザイン学校の設立ならびに国内各地での博物館・展示館の設置
が相次いだ。一方，1840年にヴィクトリア女王と結婚することになる，ドイツのザクセン＝コーブルグ
公国のアルバート王子は，1838年にはイタリアを旅行してその美術の鑑賞眼を養っていた。アルバート
公の結婚の際にドイツから随伴してイギリスに赴いた男爵，クリスチャン・フォン・シュトックマー
は，アルバート公の助言者であったばかりでなく，ヴィクトリア女王の顧問ともなっていた66）。ヴィク
トリア女王はアルバート公ならびにシュトックマーの意見を受け容れて，イギリスの産業基盤をいっそ
う強固にするための「産業博覧会」の開催を企画し，アルバート公をその総裁に就任させた。アルバー
ト公はすでにバークベックの職工講習所の意義を認めていた。「職工講習所は，ベーコン卿の『天才を
生んだというより，むしろ時代の所産』という言葉により正当に考察できるかもしれない」67）。すなわ
ち，アルバート公はイギリスにおける職工講習所の展開を産業の「はずみ車」と見ていたのである。
　1851年に開催されたロンドン「大博覧会」は成功した。600万以上の人が訪れ，52万2179ポンドの収
入，純利益は18万6437ポンドであったといわれる68）。この博覧会は，イギリスの威勢を世界に知らしめ
ただけでなく，産業立国を献策したアルバート公の地位までも安泰なものにしていた。ドイツ人の彼
が，自由貿易制度の基盤を築いたピール内閣ならびにラッセル内閣で信任を得ていたのには博覧会の開
催による国威の発揚のためであった。こうしてイギリス興隆の機運が定着した69）。この博覧会成功の要
因の一つとして，革命で揺れるヨーロッパ諸国と異なり，相次ぐ社会改革を経て「社会的な安定」を実
現したイギリス議会の諸活動をあげることができる。このうち，特に1835-6 年の特別委員会はイギリ
スの美術と製造業の基盤を築くことに貢献しており，そのことによって，その後に開催された「大博覧
会」における「展示品」の美的・技術的な意味での質の高さに与えた効果も大きかったといえよう。
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